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１ 計画策定の背景と目的
 

ニホンジカは有史以前からの一般的な狩猟獣であり、本県各地の縄文遺跡からもその 

骨片が出土している。ニホンジカは重要な動物性タンパク源であっただけでなく、皮は 

武具や衣類として、角や骨は釣針や矢じりの材料として利用されていた。 

能登の市町村史を見ると、江戸時代にニホンジカやイノシシを駆除するために鉄砲の 

貸与を願い出たとの記録や、明治・大正初期まではニホンジカの捕獲記録が残ってお 

り、能登地域には、明治・大正期まではニホンジカが生息していたと考えられ、その 

後、捕り尽くしにより、姿を消したとみられる。 

しかしながら、近年、隣県において、ニホンジカの生息数が増加し、生息域が拡大し 

ている。そして、農林業被害の発生や、食害により森林下層植生が消失し、生物多様性 

の低下、生態系への悪影響も生じている。 

平成26年に「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律」が「鳥獣の保護及び管理 

並びに狩猟の適正化に関する法律（平成27年５月29日施行）」に改正され、従来の「特 

定鳥獣保護管理計画」が「第一種特定鳥獣保護計画」と「第二種特定鳥獣管理計画」に 

区分された。 

本県のニホンジカは、その生息数の増加及び生息域の拡大と、それに伴う農林業や生 

態系への被害が懸念されることから、管理すべき鳥獣とし、平成27年５月に「第１期石 

川県ニホンジカ管理計画」を、平成30年３月には「第２期石川県ニホンジカ管理計画」 

を策定したところである。 

引き続き「第３期石川県ニホンジカ管理計画」を策定し、本県の豊かな生物多様性を 

保全するため、ニホンジカの個体数管理、被害防除対策、生息環境管理を総合的・計画 

的に実施することにより、個体数の増加及び生息域の拡大を抑制するとともに、農林 

業、生活環境及び森林生態系への被害を未然に防止する。 

 

２ 管理すべき鳥獣の種類   
 
ニホンジカ（Cervus nippon） 

 

３ 計画の期間   
 
令和４年４月１日～令和９年３月３１日 

ただし、期間内であっても、生息状況等が大きく変化した場合又は、鳥獣保護管

理事業計画の変更等により整合を図る必要が生じた場合は、計画の改定等を検討す

るものとする。 

 

４ 管理が行われるべき区域   
 

県内全ての市町を計画対象区域とする。 

 

市 町 名 所管する農林総合事務所 

加賀市、小松市、能美市、川北町 南加賀農林総合事務所 

白山市、野々市市 石川農林総合事務所 

金沢市、かほく市、津幡町、内灘町 県央農林総合事務所 

七尾市、中能登町、羽咋市、志賀町、宝達志水町 中能登農林総合事務所 

輪島市、珠洲市、穴水町、能登町 奥能登農林総合事務所 
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５ 現状 
 

（１）生息環境 

①地形 

本県は本州中央の日本海側に位置し、面積は 418,609ha である。北部には日本海

に突き出た能登半島の長く複雑な海岸線(約 581km)、南東部には高山帯を持つ白山

(標高 2,702m)を擁する。 

南北に細長く延びる石川県の地形的特徴は、能登と加賀で異なり、能登は、概ね

標高 300m以下の低山地と丘陵地が大部分を占め、加賀は、白山を最高峰とする山岳

地帯が発達し、そこから流れ出る河川の浸食、堆積によって成立した沖積平野が広

がる。 
 
②気候 

本県は、日本海側気候型で、冬期の積雪が多いことが特徴である。南北に細長

く、標高の高い山岳もあるため、気候の地域差が大きく、最大積雪深は海岸近くで

は 50cm 未満であるが、白山山頂付近では 10m を超える。 

 
 
③森林 

石川県の森林面積は 286千 haで、県土の 68％を占める。このうち 88％（251 千

ha）は民有林である。 

これまでに 100千 haの人工林が造成され、人工林率は約４割である。人工林の主

な樹種別の面積構成は、スギ 71％、アテ 12％、マツ９％となっている。コナラ、ミ

ズナラ、ブナなどの広葉樹を主体とした天然林は、森林面積の約６割を占める。（表

１） 

 

 
 

④鳥獣保護区、自然公園等 

    鳥獣保護区は、45ヵ所、46,150ha(県面積の 11.0%)を指定している。(R3.12) 

自然公園は、白山国立公園(25,735ha)、能登半島国定公園(8,667ha)及び越前加賀

海岸国定公園(1,786ha)のほか、５箇所の県立自然公園(16,376ha)を指定している。

(R3.12) 

 

（２）ニホンジカの生物学的特徴等 

①形態 

夏毛は茶色で白斑があり、冬毛は灰褐色で、黒い毛で縁取られた大きな白い尻斑

がある。オスには発達した枝角があり、通常１歳は１ポイント、２歳～３歳は２～

３ポイント、４歳以上は４ポイントの角を持つ。体の大きさはオスのほうがメスよ

り大きく体重比で 1.5倍以上である。 
 
 

表１ 森林の状況 
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②食性 

シダやトリカブトなどの特定種を除くほとんどの植物種を食べる。餌が少なくなる 

冬期にはササやスゲなどのイネ科草本に依存することが多い。 

高い生息密度は深刻な被害問題を引き起こすとともに、生態系にも強いインパクト

を与える。 

 

③他県での被害 

隣県の福井県では、農業被害が野菜、雑穀、水稲、花卉、果樹等の多岐に渡ってい

る。これまで被害の大部分は、嶺南地域で発生していたが、個体数の減少や侵入防止

柵の整備推進に伴い被害は減少傾向にある。一方で、嶺北地域では個体数の増加に伴

い、被害が拡大し、平成 28年以降は嶺南地域を超える被害が確認されている。特

に、嶺北地域南部の丹南地区を中心に生育期の大麦やソバ、田植え後の水稲の苗や稲

穂、スイセン等の被害が目立っている。 

また、林業被害についても、福井県では、民有林におけるスギ等の幼齢林の枝葉

食害および角研ぎや摂食による樹皮剥ぎの被害が発生している。 

さらに、生態系被害については、阿寒国立公園や知床国立公園などでは、ハルニ

レ、オヒョウなどが樹皮剥ぎのために枯死し、原生林の植生が退行しつつあるほ

か、日光国立公園では、カガノアザミの唯一の群落が摂食によって絶滅し、シラネ

アオイやニッコウキスゲなどの高山植物群落が危機に瀕している。また、大台が原

ではトウヒが剥皮され枯死が進行し、屋久島では、シカの採食により屋久島固有の

植物種のいくつかは絶滅が危惧される事態となっているなど、シカが生息する国立

公園のほとんどで生態系への影響があり、激化している。その他、東京奥多摩では

水源林のコメツガ、シラビソなどが剥皮され、森林の退行や涵養機能低下が危惧さ

れるなど、森林生態系やその公益的機能の維持という問題に発展している。 

写真１は、福井県における森林下層植生の衰退状況を段階別に示したものであ

る。ニホンジカの生息密度が高い地域ほど、森林の下層植生が衰退・消失してお

り、生物多様性の低下や土壌の流出などの被害が発生している。 

 

無被害～衰退度０             衰退度１ 
下層は、低木やササがぎっしり生えている。    林内は人が歩けるくらいになっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

衰退度２                 衰退度３～４ 

  下層植生が半分くらい減少している。       下層植生はほとんど消失している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
写真１ 森林下層植生の衰退状況 
（福井県総合グリーンセンター調査） 
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④生息地 

ニホンジカは、元々は林地と草地が入り混じる林縁部を生活圏とする動物であり、

分布域は森林率 40～70％の低山帯域に集中する傾向がある。コナラ林やアカマツ

林、スギ・ヒノキ造林地や里山など、明るい開けた森林に生息している。 

 

⑤行動 

ニホンジカは集団性が強く「群れ」をつくって生活する。オスとメスは、通常、

別々の群れをつくる。オスは普通１歳まではメスの群れに留まるが、２歳を超えると

メスの群れを出て、ほかのオスとともに「オスの群れ」をつくる。繁殖期にはオスの

群れは分解し、順位の高いオスはなわばりを形成する。オスはなわばりの中にメスの

群れを囲い、一夫多妻の群れをつくる。群れの大きさは環境条件によって異なり、一

般に、開放的な草原環境の多い地域では大きく、森林環境の多い地域では小さな群れ

をつくる傾向がある。 

 

⑥繁殖等 

交尾期は９月下旬から 11月、出産期は５月下旬～７月上旬で、通常１年に１回１

頭を出産する。繁殖率は餌条件に影響され、栄養条件がよい個体は、１歳から繁殖を

開始し、４歳以降は毎年繰り返す。 

最長寿命はオス 10～13歳、メス 12～15歳。死亡率は、幼獣で 30～50％、成獣で

10～15％であるが、最近の暖冬が死亡率を低下させている。 

 

（３）耕作放棄地の状況 

耕作放棄地は、ニホンジカに好適な生息地を提供し、被害発生の一因となり得る。 

耕作放棄地率は、加賀地方で低く能登地方で比較的高くなっている。加賀地方の

各市町では５％以下となっており、金沢市、津幡町では15～20％、かほく市では20

～30％の間となっている。七尾市以北の各市町では20％以上で、特に輪島市、穴水

町では、30％以上が耕作放棄地となっている。（図１） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50％ 

30 

20 

10 

図１ 市町別耕作放棄地率分布 

注 ：耕作放棄地率＝(耕作放棄地面積)／(耕作放棄地面積＋経営耕地面積) 

 

資料：2010年世界農林業センサス 

 

資料：2015年農林業センサス 
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（４）農林業被害の状況 

被害が報告されたのは、平成 21年に白山市で、平成 25年以降では、加賀市、小松市 

能美市、白山市及び金沢市で被害は少ないものの林業被害が発生している。（表２） 

 

 

   

 

 

 

（５）生息状況 

①生息分布の変遷  

本県のニホンジカの生息分布については、昭和 53年(1978)の第２回自然環境保全

基礎調査(環境庁 1979)及び平成 15年(2003)の第６回自然環境保全基礎調査(環境

省 2004)で調査されており、それによると県内のニホンジカの生息分布は平成 15

年に福井県との県境付近から県南部の南加賀地域に広がっていたが、令和２年(2020

年)の生息分布拡大状況調査（環境省 2021）によると能登地域での目撃情報もあ

り、明らかに分布が拡大している。（図２） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②目撃状況 

 また、本県独自の調査では、平成 19～22、24～令和１年度に、狩猟者等にシカ猟

の出猟状況、目撃情報や捕獲情報の提供を呼びかける「出猟カレンダー調査」を行

った。その結果に平成 17～23年度の捕獲情報を目撃情報とみなして加算して集計し

た。平成 17～令和１年度の間にニホンジカが目撃・捕獲された年度数の分布を図３

に示した。平成 24年度以降にニホンジカが目撃されるようになった能登地域では、

１年度以上目撃・捕獲されたメッシュの数は平成 28年度以前の 10 から 17 メッシュ

へ増加している。また、県全域でもニホンジカが１年度以上目撃されたメッシュ

は、73メッシュ（全体の 32.2％）となり、平成 28年度以前の 63 メッシュから増加

しており、明らかにニホンジカの分布が拡大していると推測される。 

 

 

 

図２ 石川県におけるニホンジカの分布 

資料：ニホンジカの生息分布拡大状況調査（環境省） 

表２ 林業の被害量と被害金額 
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※出猟カレンダー調査 

狩猟者に、狩猟期間中の、出猟月日、出猟場所、雌雄別の目撃頭数及び捕獲

頭数を報告してもらう調査 

 

白山では主に標高 1,000メートル以下にニホンジカが生息していたが、令和元年度に 

初めて標高 2,450 メートルにある白山室堂周辺で確認された。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③糞塊密度  

森林内を一定距離踏査し、踏査線上にある糞塊数を記録する調査で、平成 24～25

年度は、金沢市以南の 12か所で、平成 26年度からは 36か所の地域で調査を実施し

た。 

令和２年度の調査結果では、36か所の平均糞塊密度は 4.7 糞塊/km※であるが、

調査メッシュ単位でみると、各市の最多の糞塊密度は加賀市で 17.1 糞塊/km、小松

市で 12.2糞塊/km であった。（表３、図４、図５） 

図３ シカの目撃年度数の分布 

（平成 17～令和１年度） 
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 また、平成 24年度から実施している 12か所の平均糞塊密度は、3.49 糞塊/kmと

なっており、平成 24年度の 1.4糞塊/km と比べ倍増している。 

※10糞粒以上の糞塊の糞塊密度 

糞粒数が少ないものについては、下層植生の多寡により見落とし率が異なる

などの理由から、「10糞粒以上の糞塊密度」が、生息密度との相関が高いと評

価されている(京都府 1998、兵庫県 2000)。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表３ 糞塊密度調査結果一覧 
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図４ 糞塊密度調査実施メッシュ 

 

図５ 糞塊密度の分布の推移 

平成２８年度 

 

平成２９年度 

 

平成３０年度 

 

令和元年度 

 

令和２年度 
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（６）生息数の推定 

①生息数推定対象メッシュ 

  「第１期ニホンジカ保護管理計画」では、平成 17～24年度で目撃のあった 43メッ

シュのうち、シカの目撃が１年度のみであった能登地域などの 20メッシュは、現在

のところシカが安定的に生息しているとは言いがたいため、平成 17～24年度の間に

２年度以上で目撃されたメッシュ（ただし、津幡町に位置するメッシュ(125)は、複

数年度の目撃がまとまっている地域から孤立しているため除外）に、第６回自然環境

保全基礎調査で生息が確認されたメッシュと、平成 24年度の糞塊密度調査において

シカの糞塊が発見されたメッシュを加えた計 36メッシュを、生息数の推定対象メッ

シュとした。 

  しかし、平成 26年度は、生息数推定の指標となる糞塊密度調査を図４で示すメッ

シュで拡大実施したため、その追加７メッシュを加えた 43メッシュを生息数の第２

期管理計画の推定対象メッシュとしており、第３期管理計画においても同様とした

（図６）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図６ ｢第 1期管理計画｣以降生息数推定対象メッシュ 
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208 209 210 211 212 213 214 215 216 第1期保護管理計画の生息数推定対象メッシュ

217 218 219 220 221 222 223 224 第1期管理計画の生息数推定対象追加メッシュ

225 226 227 228 ＊数字は，県メッシュ番号
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②生息密度指標 

 生息密度指標を得るため、糞塊密度調査及び出猟カレンダー調査を実施し、糞塊

密度と目撃効率を算出したが、目撃効率については、出猟情報が非常に少なく、密

度指標として利用できなかった。 

そこで、糞塊密度調査の結果をもとに糞塊密度未調査の糞塊密度を推定し、密度

指標として利用した。 

生息数推定対象の 43メッシュのうち、糞塊密度調査が行われた 36メッシュにつ

いては、実測値を糞塊密度とし、糞塊密度調査が行われていない７メッシュについ

ては、隣接する実測値を平均した値等を糞塊密度推定値として、密度指標として利

用した（図７）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図７ ニホンジカの生息数推定対象メッシュにおける 

糞塊密度実測値および推定値の推移 

実測値および推定値の推移 

 図７ ニホンジカの生息数推定対象メッシュにおける 

糞塊密度実測値および推定値の推移 

※糞塊密度調査が行われていないメッシュの糞塊密度推定方法 

・隣接する実測値が複数ある場合は、それらを平均した値 

・隣接する実測値が１つの場合は、その数値 

・実測値が隣接しない場合は、一番近い推定値 

 

平成 29 年度 

 

令和 2 年度 平成 30 年度 

 

令和元年度 

 

 

・ ・ ・ ・ ・

・ ・ ・ ・

・ ・ ・ 0.0 ・ ・

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

・ ・ ・ 0.6 1.7 0.2

・ ・ ・ 2.1 1.3 2.0 ・

・ ・ ・ 0.3 4.4 3.7 2.1 ・

・ ・ ・ 0.0 1.7 8.6 1.6 ・ ・

・ ・ 0.2 8.3 9.8 3.2 1.4 ・ ・ 第1期保護管理計画の生息数推定対象メッシュ

0.3 0.8 1.5 3.7 2.1 5.0 4.7 3.5 4.4 ・  糞塊密度調査メッシュ

0.9 1.6 9.6 8.2 1.6 0.0 3.5 4.4 ・ ・  糞塊密度推定メッシュ

・ 0.8 0.6 0.9 ・ ・ ・ ・ ・ 第1期管理計画の生息数推定対象追加メッシュ

0.8 ・ ・ ・ ・ 3.1 ・ ・  糞塊密度調査メッシュ

・ ・ ・ ・

・ 3.1 ・

＊メッシュ内の数字は，
　糞塊密度実測値（/km）もしくは，
　糞塊密度推定値（/km）

平成 28 年度  
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③推定生息数 

本県におけるニホンジカの推定生息数を把握するには、現時点では、出猟カレンダ

ー調査によるデータの蓄積が十分でないことから、推定には至らなかった。 

 

仮に、近隣県のデータを利用し、参考として、本県における生息数を推定すると

以下のようになる。 

 

【参考１】 

福井県嶺南地域での個体数予測プログラムを用いたシミュレーション(推移行列)

により算出した推定生息密度と糞塊密度の相関から、関係式（式①）を導き出し 

（図８）、本県で調査した糞塊密度もしくは糞塊密度推定値を当てはめ、メッシュ

ごとの推定生息密度を算出した。推定生息密度は 5.7頭/㎢となった。 

（図１０、表４－１）。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ※平成 19、21～23、26～27、29年度の調査資料をもとに作成 

 

ニホンジカ推定生息密度（頭/km2） =  1.1641× 糞塊密度（/km） ・・・・・式① 

     

 

次に、ニホンジカの推定生息密度に、環境省自然環境 GISの植生図より求められ

た森林面積を乗じて、メッシュごとのニホンジカ推定生息数を求めた（表４－

１）。 

以上より、石川県におけるニホンジカの安定的分布メッシュ内の推定生息数は、

約 5,000頭（5,084頭）が導かれた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図８ 福井県嶺南地域における糞塊密度と生息密度の関係 

0.7901 
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【参考２】 

福井県及び岐阜県での区画法調査により算出した推定生息密度と糞塊密度の相関

から、関係式（式②）を導き出し（図９）、本県で調査した糞塊密度もしくは糞塊

密度推定値を当てはめ、メッシュごとの推定生息密度を算出した。推定生息密度は

2.7 頭/㎢となった。（図１１、表４－１）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※福井県の平成 15、18年度、岐阜県の平成 23年度の調査資料をもとに作成 

 

ニホンジカ推定生息密度（頭/km2） =  0.5507 × 糞塊密度（/km）  ・・・・式② 

 

 

次に、ニホンジカの推定生息密度に環境省自然環境 GISの植生図より求められた

森林面積を乗じて、メッシュごとのニホンジカ推定生息数を求めた（表４－１）。 

以上より、石川県におけるニホンジカの安定的分布メッシュ内の推定生息数は、

約 2,400頭（2,395 頭）が導かれた。 

 

         

上記の２種類の推定生息数及び推定生息密度については、参考値であり、今後、モ

ニタリングを積み重ねて、再評価する必要がある。 
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図９ 福井県及び岐阜県における糞塊密度と生息密度の関係 

【参考】特定鳥獣保護管理計画作成のためのガイドライン(ニホンジカ編、環境省 2016) 

    農林業被害があまり大きくならない密度  ：1～2 頭/㎢ 

    自然植生にあまり目立った影響が出ない密度：3～5 頭/㎢ 
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図１０ メッシュごとのシカ推定生息密度 

（福井県嶺南地域での推移行列より推定） 

平成 29 年度 

 

令和 2 年度 

 

令和元年度 

 

平成 30 年度 

 

平成 28 年度 
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図１１ メッシュごとのシカ推定生息密度 

（近隣県(福井県・岐阜県)の区画法より推定） 

平成 29 年度 

 

令和 2 年度 

 

平成 30 年度 

 

令和元年度 

 

平成 28 年度 

 

X = 推定生息密度（頭/km2）

  5 ≦ X 

  0 ≦ X ＜  5 
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表４－２ 推定 1および推定 2より推定されたシカの推定生息密度および推定生息数（H26～R2） 

 

表４－１  近隣県(福井県・岐阜県)の区画法及び福井県嶺南地域での推移行列より 

推定されたシカの推定生息密度及び推定生息数 



16 

 

（７）被害防除対策の状況 

 ①捕獲の状況 

昭和 21年度からの鳥獣関係統計を見ると、平成６年度まではほぼ捕獲実績はな

く、平成７年度、平成 11年度に捕獲実績はあるが、毎年捕獲されるようになるの

は、平成 17 年度からである。捕獲頭数についても、平成 21年度は 46頭、平成 26

年度は 47頭、平成 28年度は 73 頭、平成 29 年度は 96 頭と他の年度と比べると捕

獲頭数が多く、令和２年度は 161頭と捕獲頭数は過去最高となっていた。（図１

２、表５） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

図１２ ニホンジカの捕獲数 

表５ ニホンジカの捕獲数内訳 
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②狩猟者の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

種類別に見ると、第一種銃猟については、平成 12年度の 754 件から減少し、平成 27
年度には 456件と最小となったが、以後増加に転じ、令和２年度には 484件となり、微
増している。網・わな猟については、平成 19年度に狩猟免許の取得促進を図るため
に、網猟とわな猟が区分されてから、特にわな猟免許取得者が順調に増加し、平成 28
年度の登録者数は 929件であったが、令和２年度は約 1.3倍の 1,236 件となっている。
（図１３） 

平成 19年度以降、狩猟免状保有数は増加傾向にあり、令和２年度には 2,980 件に増
加している。 
年齢別狩猟免状保有数を見ると、平成 12年度では 60歳以上の占める割合が約 

30％だったが、平成 21年度以降は 60％前後で推移した。平成 27 年度以降は 60％を 
切り、令和２年度は 54％となり、若手の狩猟者が徐々に増えてきている。（図１４） 

狩猟者は狩猟によりニホンジカの数を調整する役割を担っているとともに、有害捕 
獲の従事者としても重要な役割を果たしている。しかし、平成 18年度までは、本県に 
おける狩猟者は減少傾向にあり、県内の狩猟登録者数は、平成 18年度には 750 件とな 
った。平成 19 年度以降は微増し、平成 26年度は 1,000件を超え、令和２年度には 
1,804件と平成 28 年度と比較すると約 1.2倍、300人以上増加している。 

図１４ 年齢別狩猟免状保有数の推移 

図１３ 県内の狩猟登録者数の推移 

H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2

第二種 91 93 97 88 17 21 20 15 17 16 17 12 14 12 17 21 27 28 25 22 17
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わな 112 131 194 229 277 314 332 498 759 929 1106117812371236
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６ 第２期ニホンジカ管理計画の評価 

第１期ニホンジカ管理計画では、強力な捕獲圧をかけ、個体数の増加及び生息域

の拡大を抑制するとともに、農林業、生活環境及び森林生態系への被害を未然に防

止することを目標に、捕獲頭数の制限解除や狩猟期間の延長等の狩猟規制の緩和等

に取り組んできた。 

続く、第２期ニホンジカ管理計画では、隣県でニホンジカの生息数が増加し、生

息域が北上していることから、これまで以上の捕獲圧をかけ、個体数の増加及び生

息域の拡大を抑制し、生息密度を低減させることで、農林業、生活環境及び森林生

態系への被害を未然に防止することを目標に、指定管理鳥獣捕獲等事業の実施等に

取り組んできたところである。 

令和２年度に実施した調査結果によると、平均糞塊密度は 4.7 糞塊/㎞であり、平

成 29年度の平均糞塊密度の 2.36糞塊/㎞から約２倍に増加したほか、推定生息数に

ついても西日本に見られるような急激な増加は見られなかったが、平成 29 年度の約

1,200～2,600 頭に比べ約２倍の約 2,400～5,100 頭に増加した。 

 

（１）個体数管理 

捕獲については、侵入初期段階で生息密度が低いが、令和２年度は狩猟での捕獲

が過去最高の 122 頭となった。第１期管理計画時から狩猟規制の緩和を行い、狩猟

期間を延長しており、提出された出猟カレンダーから延長期間中の捕獲もされてい

ることから、一定の効果はあったと考えられる。 

なお、出猟カレンダーの提出率が低いため、詳細な分析には至っていない。 

市町が実施主体となる個体数調整捕獲については、被害対策の動機となる農林業

被害が殆ど発生していないため進んでいない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県が実施主体となる指定管理鳥獣捕獲等事業は平成 30年度から実施しており、

（一社）石川県猟友会を捕獲事業者とする体制を整備し、平成 30年度は１頭、令和

元年度は４頭、令和２年度は 13頭と、年々捕獲実績が増えている。また、指定管理

事業では、ＩＣＴ檻、くくりわな、銃猟により捕獲を行った。ＩＣＴ檻は周辺のエ

サが豊富なことから誘引効果が低く実績が上がらなかった。くくりわなと銃猟の有

効性を確認した。特に餌量に関係なくニホンジカの通路に設置するくくりわなは最

表６ 狩猟延長期間内でのニホンジカ捕獲数（出猟カレンダー提出分のみ） 
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も捕獲数が多く有効性が認められることから、認定事業者向けの研修を行うととも

に県内の狩猟者の技術向上が図られた。（表７） 

 

 

 
引き続き、モニタリング調査を実施し県内の生息状況の把握や狩猟規制の緩和に

よる捕獲の促進に努めるほか、狩猟や個体数調整捕獲だけではなく、県が環境省の

交付金を活用し、指定管理鳥獣捕獲等事業に取り組むなど、主体的に捕獲を行い、

個体数の増加を抑制するといった対策が必要である。 

 

 

（２）被害防除 

      農林業被害については、現状、加賀地域での林業被害に限定されており被害額も少 

ないが、被害が発生している地域では、引き続き被害防除を徹底するとともに、今

後被害の拡大が懸念されることから注視していく必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表７ 指定管理事業における実績 
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７ 管理の目標 
（１）管理の目標 

本県は、１００年にわたりニホンジカがほとんど生息しないという条件下で、農林

業が行われ、生態系が成立してきた地域であることから、今後これまで以上の捕獲圧

をかけ、個体数の増加及び生息域の拡大を抑制し、生息密度を低減させることで、農

林業、生活環境及び森林生態系への被害を未然に防止する。 

また、生息密度が過剰となっている地域においては、１㎢あたりの生息密度を３～

５頭以下で管理することを目標とする。 
なお、今後もモニタリングなどを通じて、データを蓄積し、新たな目標指標の追加

や見直しについて検討する。 

 

（２）目標を達成するための施策の基本的な考え方 

・個体数管理（生息密度を３～５頭／㎢とする） 

・農林業被害の防除や生息地の環境整備を併せて、防護柵の設置等被害対策を実施 

・モニタリングから得られた情報を関係機関と共有する。 

 

８ 目標を達成するための施策 
 

（１）個体数の調整 

    急激に増加する前に、強力な捕獲圧をかけ、生息数の増加や分布域の拡大を防ぐと

ともに、特に生息密度が高い地域については、集中的に捕獲圧をかける。 

①狩猟による捕獲の推進 

 管理目標を達成するため、県内全域において、次の施策を実施する。 

 

ア 狩猟期間の延長と猟法の緩和 

   ニホンジカの狩猟期間を 11月 1日から 3月 31日までとする。 

   （ただし、11月 1日～11月 14 日及び 3月 1日～3月 31日までは、わな猟

（箱わな及びくくりわな）及び当該わなにかかったニホンジカを止めさし

するための銃器の使用に限る） 

 

 

 

 
㋐及び㋒：わな猟（箱わな及びくくりわな）及び止めさしのための銃猟に限る 

       ㋑   ：銃猟及びわな猟 

 

イ 特例休猟区の設置 

      休猟区においてもニホンジカの狩猟を行うことができる特例休猟区を設置す

る。 

 

ウ 鳥獣保護区の狩猟鳥獣（ニホンジカを除く）捕獲禁止区域への移行、対象区域 

の拡大 

鳥獣保護区の区域内及びその周辺において、ニホンジカの生息数増加による

農林業の被害等が発生している場合は、鳥獣保護区を一時的に解除し、狩猟鳥

獣（ニホンジカを除く）捕獲禁止区域への移行を必要に応じて行い、本計画の

効率的な目標達成を図る。 

      また、本計画中に移行区域の拡大を図る。 

 

通常の狩猟期間 
11/15～2/15 

㋒ 
3/1～3/31 

㋑ 
2/16～2/末 

㋐ 
11/1～11/14 
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②個体数調整捕獲等の実施 

      狩猟による捕獲は、必ずしも被害実態や生息密度の増減に応じたものとはなら

ないことから、被害発生の有無に関わらず、農林業、生活環境及び森林生態系へ

の被害を未然に防止するため、計画的・効率的な個体数調整捕獲及び有害鳥獣捕

獲を実施する。   

なお、捕獲の際は以下のことに留意すること。 

 

・くくりわなを使用する場合は、鳥獣保護管理事業計画の基準のとおりとし、

ツキノワグマ等の錯誤捕獲について、予め捕獲隊と協議すること。 また、県

主催のくくりわな研修を積極的に受講すること。 

・ニホンジカの箱わなと兼用でツキノワグマの個体数調整捕獲をする場合は、

現存のニホンジカの箱わなを補強するなど、ツキノワグマに破壊されない強

度を確保すること。その場合は、脱出口は必要ない。 

・錯誤捕獲した場合は、原則として放獣を行うものとする。なお、ニホンジカ

以外の被害を及ぼしている獣の混獲が予期される場合は、該当する獣を対象

として、予め捕獲申請を行うものとする。 

 

③指定管理鳥獣捕獲等事業の促進 

生息数が増加し、生息域も拡大しているニホンジカについて生息数を抑制する 

ため、高密度地域において、必要に応じて指定管理鳥獣捕獲等事業により捕獲等 

を実施し、本計画の目標達成を図る。なお、指定管理鳥獣捕獲等事業を実施する 

場合は、別途指定管理鳥獣捕獲等事業実施計画書を策定し、事業実施の目的、実 

施期間、実施区域、事業の目標等、具体的な事業実施内容を定めるものとする。 

     これまでの実績も踏まえ、効果の高いくくりわなや銃猟での捕獲を中心に行う。 

また、引き続き認定鳥獣捕獲等事業者向けの研修も行う。 

 

④捕獲個体の情報管理 

  捕獲の実態を把握するため、市町、猟友会等の協力を得て、捕獲月日、捕獲場所雌 

雄別等の捕獲個体情報を収集する。 

また、必要に応じて、捕獲個体の標本を収集し、分析する。 

 

⑤狩猟者の確保・育成 

ア 狩猟免許取得の促進 

被害防止と狩猟を目的とする免許取得希望者が依然として多数みられることから、 

引き続き、狩猟免許試験の年４回実施を維持するとともに、若者や女性を対象とした 

狩猟セミナーなどを開催し、狩猟免許取得者のすそ野の拡大を図るとともに、狩猟の 

社会的役割の周知に努め、新たな捕獲の担い手の確保を図る。 

イ 狩猟者の技術向上 

猟友会及び事業者と協力し、狩猟者の捕獲技術向上のための技能レベルに応じた 

くくりわな猟や銃猟の講習会を開催するなどにより、安全性の確保や捕獲技術の向上 

に努める。 

 

⑥新たな捕獲手法の検討 

新たな捕獲技術に関する情報収集と検討を行うとともに、ＩＣＴ等を活用した新 

しい捕獲技術の導入と実証的捕獲調査を実施し、セミナーの開催等により、効果的 

な捕獲技術の普及を図る。 
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（２）被害防除対策 

県内では顕著な被害は発生していないが、県南部（加賀市、小松市、能美市、白山

市）では被害を発生させる可能性のある比較的多くの個体の生息が確認されており、今

後、被害が拡大する恐れがあることから、効果的な被害防除対策を実施できる体制づく

りやニホンジカを寄せ付けない集落づくりの指導・普及等に努める必要がある。 

 

①農林業被害対策 

被害を防ぐため、県、市町、猟友会、地域住民等が連携し、「鳥獣による農林水産

業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律」に基づく鳥獣被害防止対策を

推進する。 

 

ア 情報収集 

県、市町等は、農林業者や関係団体の協力を得て、被害状況を把握し、迅速な被

害防止対策を実施できるよう情報の収集に努める。 
 
イ 体制づくり 

県、市町、関係団体等は、農林業者や地域住民に対し、講習会の開催等による鳥

獣害対策の知識や防止技術等の情報を提供するとともに、獣害に強い環境づくりを

進めていけるよう、集落での体制づくりに必要な助言や協力を行う。 
 
ウ 環境整備 

農地やその周辺では、ニホンジカの餌場や生息場所とならないよう農地の未収穫

物や稲の二番穂の除去、農地周辺の草地や耕作放棄地の適切な管理など環境整備を

推進する。 
 

エ 侵入防止対策 

侵入防止のための防護柵の設置では、集落を単位とした広域的、効率的な設置、

地形に応じた適切な柵の高さの確保や裾からのもぐりこみの防止など、十分な効果

を得られるよう適切な設置に努めるとともに、設置した柵の効果を維持することが

重要である。そのため、あらかじめ、維持補修の材料の準備や人員の配備など維持

管理体制を整えることが重要である。 
 
オ 造林地の食害防止対策 

  造林地において、植栽木を防護ネット、チューブ等で覆い、枝葉の食害を防止す

る。また、樹幹にテープ等を巻き付け、剥皮などを防ぐ。 

 

②森林生態系等被害対策 

自然植生に強い採食圧がかかっている地域が出てくる場合が想定されることから、

個体数の削減や防護柵等の設置等の方策を検討する。特に、希少な植物が存在する地

域では、食害が壊滅的な状況にならないように、防護柵の設置等を実施する必要があ

る。 

また、白山国立公園については、ニホンジカによる高山植物等の摂食によって森林

生態系や高山帯の生態系が破壊される恐れがあることから、所管する環境省や林野庁

が実施するモニタリング調査の実施や被害対策に関係県と共に連携協力する。 

 
（３）生息環境の管理 

・新規植栽地や伐採地については、ニホンジカの餌場とならないよう、事業者が防護

柵の設置等により侵入防止に努めるよう指導する。 

・農地や集落周辺の耕作放棄地の除草や活用を進める。 

・県民参加による森づくりの推進や里山の積極的な利活用により、里山の生物多様性 

に配慮した管理を行う。 
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９ その他管理のための必要事項 
 

（１）モニタリング等の調査研究 

科学的・計画的な管理施策を推進するため、生息状況や被害状況などについてモニタ

リングを実施して、評価・検討を行い、必要に応じて計画の見直し等を行うものとす

る。（表８、図１５） 

また、ＡＩを活用した自動撮影カメラ映像の分析など、必要に応じて新たな調査手法

などについて検討していく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表８ モニタリング項目案 
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図１５ 管理施策を実施するための基本的な手順 

現状把握 
○生息状況 
○被害状況 
○捕獲状況 

○生息環境 

管理計画の策定（改定） 
○管理の目標の設定 
○管理施策の検討 
・個体数管理 
・被害防除対策 
・生息環境整備 

管理施策の実施  

モニタリング 
○生息状況  ○被害状況 
○捕獲状況  ○生息環境 
○防除効果    

計画の評価・検証 
○管理計画ワーキンググループ 

○管理計画検討会 

フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク 
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（２）計画の実施体制（図１６） 

 

①石川県特定鳥獣管理計画（ニホンジカ）検討会 

特定鳥獣管理計画の策定及び実施に当たって、本県に生息するニホンジカの適切な

管理のあり方について専門的な観点から分析、評価を行うとともに、改善点や計画の

見直しについて検討を行う。 

 

②特定鳥獣管理計画（ニホンジカ）ワーキンググループ 

計画を円滑に実施するため、以下の事項を行う。 

 

＜実施事項＞ 

・前年度モニタリングデータのとりまとめ及び年次計画書の作成 

・本計画の検討会資料及び普及啓発資料の作成 

・本県のニホンジカの現状や管理に関する知見の収集及び関係機関等との情報共有 

 

   ＜ワーキンググループメンバー＞ 

県関係課：生活環境部（自然環境課、白山自然保護センター） 

農林水産部（農業政策課(農業参入・経営戦略推進室)、里山振興室、 

森林管理課、各農林総合事務所、農林総合研究センター林業試験場） 

警察本部(生活安全企画課、地域課) 

関係機関：環境省（白山自然保護官事務所）、農林水産省（北陸農政局）、 

林野庁（石川森林管理署） 

各市町、(一社)石川県猟友会 

         （必要に応じて、隣県の参加を検討する） 

 

 

③各機関の役割 

県、市町、猟友会、農林業者、地域住民等が密接な連携のもとに、個体数管理、被

害防除対策及び生息環境管理等の管理施策に取り組む。 

    

④隣接県との連携 

本県と隣接する関係県において、分布状況、被害状況に関する情報交換や連絡調整

を行い、相互の連携を図りながら適切な対策の検討を行う。 

 

⑤国との連携 

県内には、ニホンジカの生息地となり得る国有林や白山国立公園があることから、

森林生態系への被害防止のため、国（環境省、農林水産省、林野庁）とも連携して対

策を検討していく。 
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図１６ 計画の実施体制・役割分担 
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（３）獣肉の利活用の推進 

管理の目標を達成するには、今後さらに捕獲数を増やす必要があることから、シカ

肉の資源としての有効利用を推進し、シカ肉の経済価値を高めるなどして狩猟者の捕

獲意欲を喚起することで、捕獲の促進につなげる。 

特に、「石川県野生獣肉の衛生管理及び品質確保に関するガイドライン（イノシ

シ・ニホンジカ）」の周知や、料理フェアや調理技術研修会などの実施により、安

全・安心で良質なシカ肉の普及を図る。 

 

（４）普及啓発 

    ニホンジカの管理を適切に推進するためには、県民の理解が必要であることから、

ニホンジカの生態や他県での深刻な被害状況などの取り巻く現状、被害防除対策等に

ついて、県のホームページや広報誌、その他の様々な機会を通じて広く普及啓発に努

める。 

 

（５）支援制度等の活用 

捕獲の促進や被害防除については、国の支援制度を積極的に活用する。 
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＜資料１＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 シカ目撃効率分布の変化（銃猟:H22，H24～R1） 
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自動撮影カメラで撮影されたシカの性齢クラス・メッシュ別撮影延べ頭数（H26～R2） 

 

自動撮影カメラ調査（メッシュごとの性年齢クラス別撮影延べ頭数） 

令和２年度の調査では、36か所に自動撮影カメラを設置し、各年度比較のため、８月

～10月に撮影されたデータを分析に用いた。（平成 26 年度は参考として９月～11月） 

ニホンジカの撮影延べ頭数は、メッシュ番号 174（小松市原町）で最も多く 89頭。次

いでメッシュ番号 201（加賀市山中温泉今立町）の 67頭となった。また、３つのメッシ

ュ、174（小松市原町）、175（白山市下出合町）、183（小松市岩上町）において、オス

の比率が 0.5未満となり、オスよりもメスの撮影延べ頭数が多かった。オスの比率が 0.5

以下のメッシュ数が平成 26年度と比較すると増加しており、徐々にメスの比率が増加し

て個体数に対する繁殖率が高くなっている可能性が考えられる。オスの比率が 0.5に近づ

きメスの比率が高まると、加速度的にシカが増加するという報告があるため、メスの比率

が高い地域では捕獲圧を高める必要がある。 
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